
　景観は、地域の自然、歴史、文化や日常の様々

な活動の結果として形成されるものです。

　そのため、良好な景観を形成するためには、自

然や歴史的な景観の保全や利活用だけでなく、私

たちが暮らす地域の景観を創造し、そのための活

動を育成するとともに、阻害要因を除去する取組

も重要になります。

（1）「群馬県景観条例」に基づく施策

　県では、平成５年に制定した「群馬県景観条例」

に基づき、大規模行為（一定規模以上の建築や土

地の形質変更など）の届出などにより、良好な景

観づくりを進めています。平成26年度には194件

の届出がありました。

（2）市町村を中心とする景観行政の取組

　景観形成の取組は地域に根ざした活動が重要で

あるため、市町村が、景観法に基づく景観行政団

体になって、景観計画を策定して積極的に景観施

策を展開することが望まれます。平成26年度には、

新たに昭和村が景観行政団体になり、表2－3－5

－1のとおり17市町村が景観法の下で景観行政に

取り組んでいます。

（3）補助金の交付

　市町村が景観計画の策定や世界遺産の緩衝地帯

を設定するための経費の一部を補助しており、平

成26年度には、桐生市、昭和村に交付しました。

（4）広域景観形成モデル事業計画

　本県の悲願であった「富岡製糸場と絹産業遺産

群」の世界文化遺産登録を契機に、本県への観光

客の増加が見込まれることから、県内の主要な観

光地へのアクセス道路として既存路線である「日

本ロマンチック街道」および新規路線の「上信自

動車道」の２路線を「広域景観形成モデル路線」

として取り上げ、市町村や庁内関係課とともに、

「眺望景観」の保全と形成や「沿道景観」の保全

について必要とされる制度や施策の調査・研究を

行い、整備計画を策定します。

  第５節　快適な生活環境の創造

第１項　快適な環境の確保
１　　景観の保全と形成

表2－3－5－1　県内の景観行政団体

市町村 景観行政団体 景観計画 景観条例 屋外広告物条例

伊勢崎市 H17.5.9 H19.3策定 H20.4施行 H20.4施行

富岡市 H17.12.22 H20.12策定 H21.10施行 H24.10施行

高崎市 H18.1.23 H21.4策定 H21.6施行 H23.4施行

太田市 H19.9.1 H22.4策定 H23.1施行 H23.1施行

板倉町 H20.8.1 H22.6予定 H22.10施行 －

前橋市 H21.4.1 H21.10策定 H22.7施行 H21.4施行

中之条町 H21.8.14 H22.11策定 H23.1施行 H24.4施行

草津町 H21.12.1 H26.10策定 H26.10施行 －

高山村 H22.3.9 H23.3策定 H23.4施行 －

甘楽町 H22.9.1 H23.1策定 － －

川場村 H22.10.28 H22.10策定 H22.10施行 H23.4施行

下仁田町 H23.4.1 H23.9策定 H24.1施行 H27.4施行

藤岡市 H24.8.1 H25.2策定 H25.4施行 H26.10施行

嬬恋村 H25.2.1 H27.4策定 H27.4施行 －

桐生市 H25.4.1 検討中 検討中 －

長野原町 H26.3.10 H26.4策定 H26.4施行 －

昭和村 H27.3.1 H27.4策定 H27.4施行 －
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　都市公園は多目的な機能を持つ、都市の重要な

生活基盤です。

　平時は緑あふれる県民の交流拠点として、自然

とのふれあいやレクリエーション施設を通じて児

童や青少年をはじめとする県民の心身の健康の維

持増進に寄与し、住み良い生活環境を整えていま

す。

　また、災害時には避難所としての機能はもちろ

ん、復旧・救援の拠点としても都市住民の安全を

確保する重要な役割を果たしています。

　平成26年度の都市公園事業は、県立公園として

「敷島公園」において、陸上競技場の改修等を実

施するなど、５か所の公園で整備を実施しました。

　また、市町村の都市公園事業として、前橋市の

「荻窪公園」や高崎市の「観音山公園」をはじめ、

４市の６か所で公園整備を実施しました。

　本県の都市公園の整備状況は、平成26年３月

末現在で1,431か所、2,436haが供用開始して

おり、都市計画区域内の一人当たりの都市公園面

積は11.01㎡／人（「榛名・妙義公園」を除く）で、

平成25年３月末に比べると約0.11㎡／人の増加

となっています。（図2－3－5－1）

３　　都市公園の整備

図2－3－5－1　一人あたりの都市公園面積の推移（都市計画区域内）
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　良好な景観の形成や風致の維持、公衆に対する

危害防止のために、看板や広告塔などの屋外広告

物について、設置場所や形状・面積等を規制して

います。また、規制を効果的に講じるため、屋外

広告業者の登録制度を設けています。

（1）屋外広告物の管理事務

　県では、屋外広告物法及び屋外広告物条例に基

づき、屋外広告物の設置場所、表示面積、高さ及

び表示方法等の基準を設け、設置の許可事務を行

い、良好な景観づくりを進めています。平成26

年度には914件を許可しました。

（2）屋外広告業の登録事務

　平成16年の屋外広告物法の改正を受け、県では

平成18年度から屋外広告業者の登録制度を施行し、

不良業者を排除するとともに、良質な業者の育成

を進めています。平成26年度には78件の業者登

録がありました。

（3）屋外広告物の美化推進

　各土木事務所において、違反広告物の是正指導

及び除却を行うとともに、平成26年度において

も「屋外広告物美化キャンペーン」（９月１日～

９月30日）を実施しました。

２　　屋外広告物の規制・誘導、美化推進
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　空き缶やペットボトル、たばこの吸殻などのポ

イ捨てによるごみの散乱は、私たちに最も身近な

環境問題です。ごみの散乱は私たち自身のモラル

やライフスタイルにも関わることから、容易には

解決しない困難な問題となっています。

　そのため、県では、環境美化の意識を啓発し、

快適で住みよい「美しい郷土群馬県」をより一層

推進するために「春・秋の環境美化運動」をはじ

めとして、様々な施策を展開しています。

（1）春の環境美化運動（５～６月）実施状況

　県では、平成26年５月１日から６月30日を春

の環境美化月間と定め、市町村やボランティア団

体等と連携して、県内各地において清掃活動や啓

発活動を実施しました。

　春の環境美化運動の実施結果

　・清掃活動28市町村 141,474人

　・ごみ収集総量 590,219㎏

　また、「群馬県の生活環境を保全する条例」で定

める「環境美化の日（５月30日）」及び関東甲信

越静環境美化推進連絡協議会が提唱する「一斉清

掃日（５月25日）」にちなみ、みなかみ町道の駅

水紀行館周辺を県クリーン重点地区に設定し、清

掃活動を実施しました。

（2）秋の環境美化運動（９～10月）実施結果

　・清掃活動26市町村 141,975人

　・ごみ収集総量 244,015㎏

（3）各種啓発事業の実施

ア　 ごみの散乱防止と３Rを進めるための標語コ

ンテストの実施

　県と群馬県環境美化運動推進連絡協議会は、

次代を担う子どもたちの環境美化の意識とごみ

の適切な処理を啓発する目的に、標語コンテス

トを実施しました。また、優秀作品を関東甲信

越静環境美化推進連絡協議会が行う標語コンテ

ストに出品しました。

・対　象　県内の小学生・中学生・高校生

・応募数　11,862点

イ　 ごみの散乱防止と３Rを進めるためのポスタ

ーコンテストの実施

　ごみの散乱防止や３Rを進めるための啓発活

動の一環として、ポスターコンテストを実施し

ました。

・対　象　県内の小学生・中学生・高校生

・応募数　136点

ウ　ポイ捨て防止啓発品の作成配布

　ポイ捨て防止を呼びかけるティッシュを作成

し、春・秋の環境美化運動等で配布しました。

５　　環境美化活動

県クリーン重点地区清掃活動の様子

　森林や緑は、水源の涵
かん

養・国土保全・地球温暖

化の防止等さまざまな機能を持ち、私たちの豊か

な生活を支え、多くの恵みを与えてくれます。

　緑化は従来から家庭や地域、市町村で取り組ま

れていますが社会情勢の変化とともに、県民や行

政、NPO法人等が一緒に、あるいは役割を分担

して緑化・森林整備の展開を図る取組もなされて

きています。

　県では、森林や緑の持つ公益的機能を十分に発

揮させ、緑豊かで暮らしやすい生活環境づくりを

推進するため、植樹祭等各種イベントの開催や緑

の募金活動などを通じて、広く県民に緑化思想の

高揚を図るとともに、身近な環境の緑づくりを推

進しました。

　また、県緑化センターを運営し、見本林管理や

各種緑化講座の開催など緑化技術の指導・普及を

実施しました。

４　　緑化の推進

緑の募金活動
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　公害に係る紛争では、司法制度（裁判）による

解決以前に、簡易迅速・少ない費用で行政的解決

を図るため、昭和45年に「公害紛争処理法」が

制定され、公害紛争処理制度が確立されました。

　この法律に基づき、国の公害等調整委員会及び

都道府県公害審査会等においては、公害紛争につ

いてのあっせん、調停、仲裁及び裁定の制度を設

けています。

　また、公害苦情相談員制度を設けることによっ

て、苦情の適切な処理を図っています。

（1）公害審査会

　昭和45年11月に設置された公害審査会におけ

る最近の調停事件の状況は表2－3－5－2のとお

りです。

（2）公害苦情相談員

　公害に関する苦情は、地域に密着した問題であ

るとともに、公害紛争に発展する可能性もあるた

め、迅速な処理が必要となります。

　このため、昭和45年11月に「群馬県公害苦情

相談員設置要綱」を制定し、関係する地域機関の

公害苦情相談員が、住民からの苦情相談に応じ、

苦情の解決のために必要な調査、指導及び助言等

を行っています。

　公害苦情相談員は、以下の地域機関に合計32

名が設置されています。

　●　環境事務所及び環境森林事務所

　●　農業事務所

　　・農業振興課

　　・家畜保健衛生課

　●　土木事務所

（3）公害苦情の状況

　平成26年度において公害苦情相談員及び市町

村の公害担当課で、新規に受理した公害苦情の件

数は1,441件でした。

　典型７公害に関する苦情を種類別にみると、大

気汚染（398件）、悪臭（229件）、騒音（226件）

の順となっています。

　苦情を受付機関別にみると、市町村での受付が

92.4％、県での受付が7.6％となっています。

　なお、処理にあたっては、関係機関との連携に

より対応しています。

　公害苦情件数の年度別推移は図2－3－5－2の

とおりです。

６　　公害紛争処理・公害苦情相談

表2－3－5－2　調停事件一覧（平成以降）

事　件　名 終結年月 終結区分 事件の概要

平成２年（調）第１号事件 ５年２月 打切り 板金工場の騒音、悪臭等による被害に対する慰謝料及び施設改善等要求

平成２年（調）第２号事件 ４年４月 打切り 産業廃棄物処理施設に係る車両の出入りに伴う騒音、振動等による被害に対す
る慰謝料及び音量制限等請求

平成２年（調）第３号事件
平成３年（調）第１号事件（調停参加申立事件）４年１月 取下げ ドライクリーニング工場の騒音、悪臭等による被害に対する施設改善等請求

平成３年（調）第２号事件
平成３年（調）第４号事件（調停参加申立事件）５年５月 取下げ 鉄骨工場の騒音に対する施設改善及び操業時間制限要求

平成３年（調）第３号事件 ５年11月 打切り 産業廃棄物処理業者等に対する産業廃棄物不法投棄に関する損害賠償請求

平成４年（調）第１号事件 ５年10月 調停成立 鍍金工場のガス、悪臭等による被害に対する損害賠償、慰謝料請求及び操業停止要求

平成５年（調）第１号事件 ６年３月 打切り ゴルフ場建設に伴い、将来発生するおそれがある被害等を防止するための建設差止め要求

平成８年（調）第１号事件 ８年５月 打切り ゴルフ場建設に伴い、将来発生するおそれがある被害等を防止するための計画変更要求

平成８年（調）第２号事件 ９年12月 打切り 墓地建設に伴い、将来発生するおそれがある被害等を防止するための建設差止め要求

平成９年（調）第１号事件 ９年12月 打切り 自動車修理工場の騒音、悪臭による被害に対する防止対策と作業時間の制限要求

平成10年（調）第１号事件 11年６月 打切り 工場の冷却塔等の騒音に対する防音対策及びダイオキシン対策として焼却炉の運転停止等要求

平成15年（調）第１号事件
平成15年（調）第２号事件（調停事件の併合）16年１月 打切り 養豚場からの糞尿が地下浸透して、杉を枯らしたことについての損害賠償請求等

平成17年（調）第１号事件 18年６月 打切り 織物工場からの震動により健康被害を受けているとして、震動低減設備の設置等要求

平成20年（調）第１号事件 21年１月 打切り モーターレジャー施設からの騒音により健康被害を受けているとして、騒音の
発生源についての事業方法・施設の改善等要求

平成21年（調）第１号事件 21年10月 打切り 隣家の自然冷媒ヒートポンプ給湯機から発生する低周波音等により、健康被害等を受け
ているとして、当該給湯機を申請人の迷惑にならない場所へ移設するよう要求

平成23年（調）第１号事件 23年11月 取下げ 水路工事の不良及び道路の振動により、擁壁及びブロック塀にひびが入ったな
どとして、損害賠償等を請求

平成24年（調）第１号事件 24年10月 打切り 道路建設に伴い生じた廃棄物を埋土されたため、土壌が汚染され、作物が根腐
れしたことについての損害賠償等を請求
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（1）公害防止管理者等制度

　「特定工場における公害防止組織の整備に関す

る法律」により、製造業等で公害を発生するおそ

れのある施設が設置されている工場には、公害防

止の仕事をまとめる公害防止統括者、公害防止の

専門知識や技能を持った公害防止管理者及び公害

防止主任管理者を選任することを義務付け、企業

内での公害防止の自主管理体制の整備の強化を図

っています。

　さらに、「特定工場における公害防止組織の整備

に関する法律」の適用を受けない工場においても、

大気汚染や水質汚濁等公害の発生源となるおそれ

のある工場には、「群馬県の生活環境を保全する条

例」により、公害防止責任者の設置を義務付けて

います。

(2)　産業環境保全組織

　産業公害を防止するために、公害防止管理者等

が設置された工場又は事業場が会員となり、県内

10地区に、産業環境の保全に関する連絡協議会

が自主的に組織されています。

　また、各地区の協議会や商工会議所連合会等の

関係団体計25団体が集まり、「群馬県産業環境保

全連絡協議会」が組織されています。これらの協

議会では、環境保全活動事例発表会や研修会、会

員相互及び行政機関との情報交換・交流事業など

を行い、より良い環境づくりに努めています。

７　　公害防止組織

　「環境生活保全創造資金」は、公害防止や廃棄

物対策、さらには循環型社会づくりや地球環境問

題に取り組む中小企業者を支援する融資制度で

す。

　昭和43年度に「公害防止対策資金」として発足

し、制度内容の充実とともに、平成11年４月に「環

境保全創造資金」、平成15年４月に「環境生活保

全創造資金」へと改称しました。

　平成26年度における融資実績は、９件、33,407

千円でした。近年の融資状況は表2－3－5－3、

平成27年度における制度概要は表2－3－5－4の

とおりです。

８　　補助金制度、融資制度の導入・充実

図2－3－5－2　公害苦情件数の年度別推移
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表2－3－5－3　近年の融資状況（新規融資分） （単位：千円）

表2－3－5－4　制度概要

公害防止施設
整備資金

産業廃棄物処理
施設整備資金

産業廃棄物処理施
設整備資金（再生利
用施設整備資金）

低公害車導入
整備資金

資源有効利用
施設整備資金

環境ＧＳエコ
企業改修資金 合　計

年度 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
24 0 0 0 0 5 45,071 5 5,313 0 0 0 0 10 50,384
25 0 0 0 0 1 8,695 4 2,664 0 0 0 0 5 11,359
26 0 0 0 0 0 0 9 33,407 0 0 0 0 9 33,407

名　称 対象者 対象事業 支援内容等 担当部署

公害防止施設
整備資金

中小企業者、
中小企業団体

①公害防止施設の設置
②公害防止のため工場を移転
③土壌、地下水汚染未然防止のため
の施設整備

④有害化学物質等に汚染された土
壌・地下水を処理

⑤アスベスト除去

・限度額5,000万円（知事の特認あり）
・利率年1.9％（保証付1.6％）以内
・融資期間
　７年以内（工場移転、アスベスト除去
　10年以内）うち据置期間１年以内

環境保全課

低公害車導入
整備資金

中小企業者、
中小企業団体

低公害車又は低公害車用燃料供給施
設の導入

・限度額１億円
・利率年1.9％（保証付1.6％）以内
・融資期間
　10年以内　うち据置期間１年以内

環境エネル
ギー課

資源有効利用
施設整備資金

中小企業者、
中小企業団体

資源有効利用施設の整備

・限度額5,000万円（知事の特認あり）
・利率年1.9％（保証付1.6％）以内
・融資期間
　７年以内（建物の新築又は改築10年以
　内）うち据置期間１年以内

廃棄物・リ
サイクル課

産業廃棄物処
理施設整備資
金

中小企業者、
中小企業団体

①産業廃棄物を処理するための施設
整備

②産業廃棄物を再生利用するための
施設整備

・ 限度額①5,000万円②7,000万円（①
のみ知事の特認あり）

・利率年1.9％（保証付1.6％）以内
・融資期間
　７年以内（建物の新築又は改築10年以
　内）うち据置期間１年以内

廃棄物・リ
サイクル課

環境ＧＳ企業
エコ改修資金

環境ＧＳ事業
者として認定
を受けている
中小企業者
（個人・会社）

①省エネルギーのための設備導入・
改修

②温室効果ガス排出量削減に寄与で
きる施設の導入・改修

③新エネルギー設備の導入・改修
（自社で消費するエネルギーを賄
う設備限定）

・限度額
　省エネ率10％以上の改修工事2,000万
　円、自己資金調達型ＥＳＣＯ事業１億
　円、エネルギーの使用の合理化に資す
　る施設等の設置１億円、新エネルギー
　設備の設置又は改修工事2,000万円
・利率年1.9％（保証付1.6％）以内
・融資期間
　10年以内うち据置期間１年以内

環境エネル
ギー課

そ
の
他
の
融
資
制
度

中小企業パ
ワーアップ
資金

中小企業者

①ＩＳＯ14000シリーズの認証取
得に係る申請料、審査料、コンサ
ルタントに対する委託料等の運転
資金

②環境保全・保護に関連する設備・
製品等の開発・製造を行う事業に
必要な設備・運転資金

③ＲｏＨＳ指令対応に係る設備・運
転資金

・限度額　２億円
　（うち運転資金5,000万円）
・利率年1.9％（保証付1.6％）以内
・融資期間
　設備　12年以内うち据置期間２年以内
　運転　７年以内うち据置期間１年以内

商政課

ＮＰＯ活
動支援整
備資金

特定非営利
活動法人

①NPO活動を推進する上で必要な
施設及び一般事務機器等の整備

②NPO活動を行う上で必要な運転
資金

・ 限度額①2,000万円②500万円（②の
み知事の特認あり）

・利率年1.9％以内
・融資期間
　①建物10年以内、設備７年以内うち据
　置期間１年以内
　②５年以内うち据置期間１年以内

県民生活課
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（1）名勝・天然記念物

　文化財のうち、名勝・天然記念物は自然環境及

び自然景観の保護に直結しています。

　日本列島中央部に位置する本県は、山岳地帯と

平野部からなり、変化に富んだ地形及び気候条件

のもと、全国的に特筆すべき名勝・天然記念物の

宝庫と言えます。現在、県で指定する名勝・天然

記念物は、動物繁殖地や植物など計102件にのぼ

っています。

　また､ 国の名勝・天然記念物には24件が指定

され、名勝妙義山や楽山園、特別天然記念物尾瀬

等々、内容は多岐にわたります。

　天然記念物のうち、動物の種として地域を定め

ず指定されているものは、国指定が96件、県指

定が７件あります。国指定の動物種のうち、特に

本県で生息が確認できる野生動物は、カモシカや

ヤマネ、イヌワシなどです。県指定天然記念物は

ヒメギフチョウやミヤマシロチョウなどです。

　これらの動物のうち、特別天然記念物に指定さ

れているカモシカは、保護地域が設定されており、

保護地域及び周辺地域の生息状況、生息環境調査

を毎年実施しています。また、保護地域周辺での

食害を防止するため、防護柵の設置といった施策

も用意されています。

（2）史跡、重要文化財及び登録有形文化財建造

物の保護

　現在県内には、史跡は国指定48件、県指定85件、

重要文化財（建造物）は国指定21件（うち国宝

１件）、県指定53件、国登録有形文化財（建造物）

が316件所在し、それぞれ歴史景観が保たれてい

ます。また一部で史跡公園等に整備され、学習及

び憩いの場ともなっています。

　これら県内の国・県指定の史跡等には、広大な

領域を有し、自然景観が展開する例も少なくあり

ません。こうした自然環境と歴史景観が共存して

いる例として、岩宿遺跡や金山城跡などがありま

す。また山間地に重要文化財の仏堂や社殿がたた

ずみ、周囲の自然環境と調和した歴史的風致が守

られている例として、妙義神社や榛名神社などが

あります。近代の文化遺産も、国重要文化財の碓

氷峠鉄道施設や国登録文化財のわたらせ渓谷鐵道

関連施設は山間地の自然の景観の中に溶け込んで

おり、国宝・国指定史跡・国指定重要文化財の旧

富岡製糸場や国登録文化財の桐生市内の織物工場

の建物などは、それぞれ今後のまちづくりの核と

なる歴史景観を形成しています。

（3）文化的景観及び伝統的建造物群の保護

ア　文化的景観

２　　自然環境の保護に結びつく文化財の保護

　我が国の文化財は、豊かな自然環境のもとで、

長きにわたる先人の営みによって形作られてきま

した。文化財保護行政の目指すところは、有形無

形の様々な文化財とそれらが守り伝えられてきた

事実を、その環境とともに後世に伝えていくこと

にあります。国・県・市町村は、それらのうち特

に重要なものを法的に保護し、またその質と価値

を高めるための保存整備を行っています。これに

よって、文化財の価値を正確に分かりやすく社会

に還元することができ、人々の地域に対する理解

と関心の深化へと繋がっていきます。

　文化財は、有形文化財、無形文化財、民俗文化

財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群、保存

技術、埋蔵文化財の８つに分類されますが、それ

ぞれの中で重要なものや保護が必要なものが指定、

登録、選択、選定され、法的な保護や整備が行わ

れます。

　文化財の保護と整備に関する近年の特徴として

は、単体の文化財のみならず周辺の歴史景観や環

境も保護し整備する方針が打ち出されたこと、文

化財を生かした地域づくりの取組がしやすいよう

に法制度が整備されたことが掲げられます。これ

により、文化財と環境を重視した、総合的な地域

づくりへの取組が各地で始まりつつあります。市

町村にとっては、こうした取組が地域の振興や再

生への有益な手段として、今後の施策の柱となっ

ていくものでもあります。

１　　文化財の指定、登録、選定

第２項　文化財の保護
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　人々の生活又は生業、地域の風土の中で形成

された景観で、我が国の国民の生活・生業の理

解のために不可欠のものです。日常の風景とし

て見過ごされがちでしたが、棚田や水郷など自

然と人との調和の中で長い年月をかけて形成さ

れてきた価値ある景観です。県内では板倉町が

利根川・渡良瀬川合流域の水場景観の保護に取

り組んでおり、平成23年９月には国の重要文

化的景観に選定されました。県もこの取組を支

援しています。

イ　重要伝統的建造物群保存地区

　町並みや農村集落など歴史的建造物が群とし

て良好に保存された場所です。県内には中之条

町と桐生市の２カ所に所在します。

　中之条町六合赤岩地区は平成18年に北関東

で初めて選定されました。養蚕農家集落ととも

に、墓地、お宮やお堂、耕作地、そして山林な

どで構成される広大なエリアを占めます。平成

26年度も、平成19年度から毎年実施されてい

る重要な構成要素に対する保存修理事業等に補

助を行いました。

　桐生市の桐生新町地区は、平成24年７月に

選定されました。近代桐生の繁栄を物語る数多

くの町屋や蔵、織都桐生を象徴するノコギリ屋

根の織物工場など､ 多彩な歴史的建造物の町並

みが展開します。建造物の修理・修景や環境整

備に対して県も支援しています。

（4）文化財保存事業に対する補助

　平成26年度は、国及び県指定文化財を良好な

状態で保存するための事業や、学習の場、憩いの

場として活用するための整備事業など、文化財保

存修理等事業に対し補助を行いました。

ア　県指定文化財

　12件の保存修理、保護養生等整備活用事業

に対して補助金を交付しました。

イ　国指定文化財

　15件の保存修理及び整備活用事業及び２件

の史跡等買い上げ事業に対して補助金を交付し

ました。

ウ　防災設備保守点検等事業

　個人･法人が所有する７件の重要文化財（建

造物）の防災保守点検等に対して補助金を交付

しました。

エ　埋蔵文化財調査

　14市町が行う埋蔵文化財発掘調査及び２件

の埋蔵文化財保存活用整備事業に対して補助金

を交付しました。

　県では、県内文化財の保護・管理のため、主に

次の各種業務を行っています。

（1）史跡の保護・管理

　県内に所在する国の史跡のうち、史跡観音山古

墳及び史跡上野国分寺跡については県で管理運営

を行っています。

　特に、史跡上野国分寺跡では、平成24年度か

ら整備事業を再開しました。将来的に復元整備を

行うための基礎的情報を収集する目的で発掘調査

を行っており、大きな成果が上がっています。

　両史跡は、本県の古代を語る上で欠くことがで

きない県民共有の文化財として保護、活用されて

います。また、住宅密集地における緑地帯として、

生活環境の向上や環境保全にも役立っています。

（2）文化財パトロール

　国・県指定等文化財及び重要な埋蔵文化財包蔵

地の維持管理に万全を期すため、県で委嘱した文

化財保護指導委員（平成26年度：31名）が定期

的に巡視し、保存状態を確認し県に報告していま

す。報告は、県において指定文化財等の現状把握

とともに、保存修理事業計画立案の際の資料とし

ます。

（3）群馬県文化財保護審議会の運営

　県文化財保護審議会では、県内文化財の保存及

び活用等に関する重要事項についての調査・審議

を行うほか、県内文化財のうち特に重要なものに

ついては県の指定文化財とするよう、県教育委員

会の諮問に対し答申します。

（4）開発関連埋蔵文化財試掘調査

　国・県及び国県関係の法人が実施する開発に対

し調整を行います。埋蔵文化財の所在や範囲を確

認するために工事前に試掘調査を実施します。平

成26年度は県内各地で81件実施しました。

３　　指定等文化財に対する施策
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　近年、歴史・文化を生かした地域づくりを実現

するための制度が整備されつつあります。

　平成20年に「地域における歴史的風致の維持

及び向上に関する法律（略称：歴史まちづくり法）」

が施行されました。人々の伝統的な活動と、歴史

的建造物（国指定文化財が条件）及びその周囲が

一体となった良好な環境（歴史的風致）を維持向

上させ、後世に継承できるまちづくりを国が支援

するものです。この法律により、核となる文化財

とその周辺もあわせて整備することが可能となり、

景観の乱れを修景するなど歴史的景観の維持・向

上への取組がしやすくなりました。

　県内では甘楽町において、名勝楽山園を中心に

旧小幡藩城下町など周辺文化財を含めた歴史的風

致維持向上計画が国に認定され（平成22年3月）、

歴史的景観を活かしたまちづくりに取り組んでお

り、県もこれを支援しています。

（5）文化財保護に係る諸手続

　国県指定文化財の移動、現状変更許可申請、き

損届・復旧届などに係る諸手続、未指定文化財の

国又は県指定への手続や既指定文化財の追加指定

手続、埋蔵文化財包蔵地への開発及び発掘調査に

係る手続き、銃砲刀剣類に係る審査及び手続等を

行います。

４　　歴史まちづくりへの支援

　平成26年6月、「富岡製糸場と絹産業遺産群」が世界遺産に登録されました。生糸の大量生産を実現し

た技術革新と技術交流を主題とした世界遺産です。構成資産のうち田島弥平旧宅、高山社跡、荒船風穴は、

生糸の原料となる繭の生産分野における世界遺産です。

　繭をつくる蚕は、病気にかかりやすく、昔は「運の虫」といわれるほど飼育が難しいものでした。安

定した繭の生産のため、日本各地で養蚕法の研究が進みました。

　蚕種（蚕の卵）製造農家だった田島弥平は、養蚕には自然の通風が重要であると考え、1863年に２階

の屋根の上に換気のための小さな屋根（越屋根）をつけた住居兼蚕室をつくりました（「清涼育」）。この

蚕室構造は、弥平が著した本により全国に広まり、養蚕農家のモデルになりました。

　田島弥平のこの蚕室構造を学んだ高山長五郎は、それまで研究していた「温暖育」（蚕室を暖めて飼育

する方法）と、「清涼育」の双方の長所を取り入れた「清温育」を確立しました。火力と換気により蚕室

の温度と湿度をきめ細かく調整する方法で、蚕が病気にかかりにくく安定した繭生産ができるようにな

りました。また「清温育」はどのような気候の地域でも適用できる養蚕法でした。長五郎は「清温育」

を広めるため1884年に「高山社」という学校をつくりました。生徒は日本中から集まり、「清温育」は日

本の標準的な養蚕法になったのです。

　蚕の卵は23℃ほどでふ化するため、年１回春に

しか養蚕をすることができず、繭を大量生産する

ことは困難でした。江戸時代末期には、冷風を使

った蚕種貯蔵によりふ化時期をずらし、養蚕を複

数回行うことが始められていましたが、施設が不

十分で卵が死んでしまうこともありました。庭屋

静太郎親子は、山あいの岩の間から冷風が吹き出

していることに着目し、気象や土木の専門家の指

導のもと、1905年から1914年にかけて蚕種を冷

蔵保管するための風穴を作りました。この荒船風

穴は日本最大規模で冷蔵能力もすばらしく、繭の

増産に貢献しました。

　科学技術が発達していない時代、人々は試行錯

誤し、自然の力を活用して技術革新を成し遂げま

した。富岡製糸場の製糸技術と、これら養蚕技術

が結びつき、生糸の大量生産を果たしたのです。

自然を活用した養蚕の技術革新コラム

荒船風穴

富岡製糸場

高山社跡

田島弥平旧宅
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　平成17年２月に京都議定書が発効し、我が国

は「京都議定書目標達成計画」に基づき地球温暖

化対策を推進してきたところです。平成20年３

月にはこの計画が改正され、増加傾向にある民生

部門からの二酸化炭素排出量の削減を強力に進め

るため、追加対策として住宅・建築物の省エネル

ギー性能の向上が挙げられています。

　これらを受けて平成20年５月に「エネルギー

の使用の合理化に関する法律」が改正され、住宅・

建築物の省エネルギー対策の強化が図られている

ところです。本県でも、住宅・建築物の省エネル

ギー対策を推進しており、その一環として、環境

対応型県営住宅の整備を推進しています。

　具体的には次のとおりです。

（1）省エネルギー基準の強化

　新築の県営住宅の断熱性能について、次世代

省エネルギー基準の最上位である「等級４」を

満たすことを義務づけます。

ア　「等級４」を満たす県営住宅

　a　元総社第二県営住宅　２棟（24戸）

（2）再生可能エネルギーの導入

　電力供給対策として、太陽光等の再生可能エ

ネルギーによる発電設備の導入に努めます。

ア　太陽光発電設備の導入

　a　元総社第二県営住宅　3Kw×２基

１　　環境対応型県営住宅の整備

第４項　環境共生住宅の推進

　地産地消を推進し、消費者と生産者の相互理解

を促進することで食と農の距離を縮めた「顔の見

える関係」を構築します。また、地元の良質な食

材を使った豊かな食生活の実現を目指します。

　なお、推進母体は平成16年7月に設置した「ぐ

んま地産地消県民運動推進会議」とし、地産地消

の推進に官民一体となって取り組みます。

（1）地産地消の県民運動推進

　地産地消を県民運動として推進するため、推進

母体である「ぐんま地産地消県民運動推進会議」

の運営を行うとともに、関係団体による関連イベ

ントの開催を支援します。

（2）地産地消サポート

　県では、県産農産物等の地産地消を促進するた

め、県産農産物やその加工品等の販売や利用をし

ている小売店・旅館・飲食店等を「ぐんま地産地

消推進店」として認定するほか、県産の食材を積

極的に利用している企業や団体を「ぐんま地産地

消協力企業・団体」として登録します。また、こ

れら推進店等を対象に啓発資材の配布や県産農産

物等の商談会を開催します。

（3）農産物直売所の活性化

　県内農産物直売所の活性化対策の基礎データと

するため、農産物直売所・朝市に対する実態調査

を隔年で実施しています。また、農産物直売所を

テーマとした全国会議への参加等、先進事例収集

と情報提供等に努めます。

（4）食と観光の連携推進

　本県産農産物のブランド化、消費拡大を図るた

め、県産農産物、地産地消推進店、農産物直売所

を専用ホームページで紹介します。

１　　地産地消の推進

第３項　地産地消の推進
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